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【本文】 

今般、債権者らは、震源極近傍敷地問題について、野津厚氏（国立研究開発

法人 海上・港湾・航空技術研究所、港湾空港技術研究所地震防災研究領域 

領域長）の意見書（甲第１３７号証の１、以下「野津意見書」という。）を提

出した。 

野津厚氏の経歴や業績は、甲第１３７号証の２のとおりである。野津氏は強

震動について精力的に多くの研究発表を行っている専門家であり、震源極近傍

地震動の問題でも、「断層近傍地震動の解析解を用いた離散化波数法の検証」

（土木学会論文集 A1（構造・地震工学）、Vol.76、No.4（地震工学論文集第 39

巻）2020）等、幾つかの研究成果を発表している（甲第１８８号証の１，

２）。野津氏の見解は強震動地震学や震源極近傍地震動に関する十分な学識経

験に基づくものであり、その意見書の内容は高い信頼性を有する。 

なお、野津意見書末尾の「参考文献」のうち、1)は甲第３１号証、2)は甲第

１３９号証、3)は甲第１４０号証、4)は甲第１４１号証、6)は甲第１４２号証

である。 

 

第１ はじめに 

１ 野津意見書の意義 

新規制基準は、「震源が敷地に極めて近い場合」の意味内容を定量的に定

めていない。野津意見書は、新規制基準が「震源が敷地に極めて近い場合」

に特別な考慮を求めた趣旨に遡って「極めて近い場合」の意味内容を明らか

にした上で、美浜原発にとって白木丹生断層及びＣ断層が「震源が敷地に極

めて近い場合」に当たると結論付けるとともに、「震源が敷地に極めて近い

場合」に特別な考慮が何故必要かを、新規制基準の定めに則って説き起こし

たのである。 

 

２ 新規制基準の定め 

この点についての新規制基準の定めは次のとおりである（太字は引用者）。 

(1) 設置許可基準解釈別記２第４条５二⑥ 

「内陸地殻内地震について選定した検討用地震のうち、震源が敷地に極

めて近い場合は、地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で、震源モデル

の形状及び位置の妥当性、敷地及びそこに設置する施設との位置関係並

びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するととも

に、これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、上記⑤の

各種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し、震源の

極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上
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で、さらに十分な余裕を考慮して基準地震動を策定すること」 

(2) 基準地震動ガイド 3.3.2(5) 

「(5) 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価は、以下の点を確認す

る。 

① 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、地表に

変位を伴う断層全体（地表地震断層から震源断層までの断層全体）

を考慮した上で、震源モデルの形状及び位置の妥当性、敷地及びそ

こに設置する施設との位置関係、並びに震源特性パラメータの設

定の妥当性について詳細に検討されていること 

② これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、各

種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し、資

源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を

踏まえた上で、さらに十分な余裕を考慮して地震動が評価されて

いること。特に評価地点近傍に存在するアスペリティでの応力降

下量などの強震動の生成強度に関するパラメータ、アスペリティ

同士の破壊開始時間のずれや破壊進行パターンの設定において、

不確かさを考慮し、破壊シナリオが適切に考慮されていること 

③ なお、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術

的知見を取り込んだ手法により、地表に変位を伴う国内外被害地

震の震源極近傍の地震動記録に対して適切な再現解析を行い、震

源モデルに基づく短周期地震動、長周期地震動及び永久変位・変形

についても実現象を適切に再現できていること。さらに、浅部にお

ける断層のずれの進展の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響を検

討するとともに、浅部における断層のずれの不確かさが十分に評

価されていること 

④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、破壊伝

播効果が地震動へ与える影響について、十分に精査されているこ

と。また、水平動成分に加えて上下動成分の評価が適切におこなわ

れていること」 

 

３ 新規制基準の着目点 

(1) 上記の各定めにおいては、震源が敷地に極めて近い場合に、地震動に

影響を与える要素（震源モデルの形状や位置、敷地及び施設との位置関係、

震源特性パラメータ等）について詳細に検討すること、最新の科学的・技

術的知見を踏まえること、十分な余裕を考慮すること、不確かさを考慮す

ること等、基準地震動策定についての一般的な注意喚起をしているが、そ
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れ以外に、震源極近傍活断層に特有の考慮要素が指摘されている。それが、

「地表に変位を伴う断層全体」の考慮を求めている点である。また、検討

事項として、「浅部における断層のずれの進展の不均質性が地震動評価へ

及ぼす影響」を挙げている点も、着目すべき点である。 

(2) ちなみに、「地震」とは、地下の岩盤がずれる現象であり、これによっ

て放出されるエネルギーが「地震波」である。岩盤のずれによって生ずる

断層は、多くの場合、「地震発生層」と呼ばれる地下の硬い岩盤で発生す

るが、大きな地震になると、断層が地表にまで達することがある。地震発

生層で生じた断層を「深部断層」と、地震発生層の上部を「浅部」と、浅

部で生じた断層を「浅部断層」といい、地表に達した断層を「地表地震断

層」という。一般に、浅部や地表部のずれによって発生するエネルギーは、

岩盤が軟らかいため、硬い地震発生層のずれによって発生するエネルギ

ーよりも小さいとされており（一般に、岩盤は、強度が大きいほど大きな

応力を貯め込むことができる）、地震動を想定する際には「深部断層」か

ら発生するエネルギーのみを評価している。 

(3) 上記のように、設置許可基準解釈や基準地震動ガイドは、震源が敷地

に極めて近い場合に、「地表に変位を伴う断層全体」の考慮を求めている

が、これは、断層が地表に達した場合（地表に変位が生じた場合）は、「深

部断層」のみではなく、深部断層の上部の「浅部断層」や「地表地震断層」

から発するエネルギーを評価することを求めているのである。 

 

第２ 白木丹生断層及びＣ断層が、「震源が敷地に極めて近い場合」に該当する

か 

１ 特別考慮が必要とされた趣旨 

(1) 野津意見書によれば、敷地極近傍地震動に対して特別な考慮が必要な

理由は、次のとおりである。 

ア 通常は深部断層で生成される地震波のみを考慮し、その上部の浅部

断層で生成される地震波は考慮しない。 

イ しかし、震源が敷地に極めて近い場合は、浅部断層で生成される地震

波の影響が相対的に大きくなる（深部断層で生成される地震波が減衰

して敷地に到達するのに対し、浅部断層で生成される地震波はほとん

ど減衰することなく敷地に到達する。）ため、これを考慮する必要があ

る。 

ウ 基準地震動ガイドが、「地表に変位を伴う断層全体（地表地震断層か

ら震源断層までの断層全体）を考慮した上で」と定めたのはその趣旨で

ある。 
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(2) 野津意見書が示したこの考え方は、次のとおり、学者の中で一般的な

ものである。 

ア 地震・津波に関する意見聴取会や地震等基準検討チーム会合で、藤原

広行氏は、次のとおり、そもそも震源に極めて近い地震動の評価はよく

分かっていないと述べていた。 

(ｱ) 「断層からサイトへの距離が極めて短いところで、こういったと

ころでの地震動の評価を、不確実さも含めてやる手法というのはま

だ確立されていない」（債権者ら準備書面(1)２～３頁） 

(ｲ) 「本当に断層面からごくわずかしか離れていないところでの地震

動の評価が、これまで使ってきた地震動の予測式で本当にうまくい

くのかどうか必ずしも十分な検証がされていない」（同４頁） 

(ｳ) 「今、我々が手にしている評価手法ではカバーしきれない領域、

手法の適用限界にもう入ってしまっていて、そういったところの評

価を既存の手法をそのまま強引に使うことでいいのか」（同４～５頁） 

(ｴ) 「要素断層よりも距離的に近いサイトですね。数 Km以内、例えば

１Kmとか２km 以内のサイトについては、物理モデルとして波動論的

な計算手法が破綻する領域になっているということで、そんな近い

ところでの精度を保証する形での評価がこれまで行われてきていな

い」（同８頁） 

イ 島崎邦彦氏も、地震等基準検討チーム会合で、次のとおり、藤原広行

氏と同様の認識を示していた。 

     「震源に近づいてくると、我々、よくわかっていない領域なわけです

ね。」（同１０頁） 

ウ 上記アのように、藤原氏は、震源に極めて近い地震動の評価が一般的

によくわかっていないとの意見を述べていたが、具体的な問題点とし

ては、次のとおり、浅部断層で生成される地震動の評価の問題を指摘し

ていた。 

「これまで考えられてき起震断層だけでなくて、Capable Fault1全体

ですね、この変位を起こす、ずれを起こす断層面全体から生じる地震動

の影響を評価した上で、その地震動の妥当性を・・・引きずられて動く

断層面の微細な構造というものは大きくまとまったものでないために、

遠くで見たときには見えない。ただ、本当に近いところ、そういったと

ころの地震動として、もしかしたらきく可能性があるということが、今、

否定しきれないと私は思っています。」（同１６～１７頁） 

 
1  将来活動する可能性のある断層（乙第 124号証参照） 
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エ 更に、この問題について論じられた論文等をみれば、次のとおり、問

題の焦点が浅部断層で生成される地震動の評価にあると認識されてい

ることが判る。 

(ｱ) 地震本部「中間報告」（2022）（債権者ら準備書面(1)２６～２８頁） 

これによると、断層極近傍地震動の評価手法の今後の課題が次の

ように書かれている。 

「断層ごく近傍の強震動の再現に必要と考えられる地震発生層よ

り浅い領域における震源断層のモデル化について、観測事実や震源

物理、ひいては地下構造を考慮して強震動評価にどのように取り入

れるか必要性も含めて検討する。」 

(ｲ)  大崎総合研究所(2015) （債権者ら準備書面(1)２８～２９頁） 

これには、次のとおり書かれている。 

「活断層より数 km 以内の距離に位置する場所、すなわち震源極近

傍における地震動を評価する場合、表層の破壊領域が極めて近い位

置にあることから、表層破壊による地震動への影響を無視すること

ができない可能性がある。」 

(ｳ)  田中信也ほか(2018) （債権者ら準備書面(1)２９～３０頁） 

この論文は、地表地震断層近傍における永久変位を含む長周期成

分の地震動評価のための震源モデルの設定方法として、強震動レシ

ピに基づく震源断層モデルを地震発生層以浅に拡張する方法を提案

したものであって、浅部で生成される地震動に着目したものである

ことが判る。 

(ｴ)  原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全

技術管理官（地震・津波担当）付（債権者ら準備書面(1)３０～３１

頁） 

      この資料によれば、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術

基盤グループは、震源極近傍の地震動評価の問題点として、表層地盤

の震源域による地震動への影響を定量的に評価する課題に取り組ん

だのであって、このグループも浅部から生成される地震動に着目し

ていたことが判る。 

(3) 以上のとおり、敷地極近傍地震動に対して特別な考慮が求められる重

要な理由の一つが、震源が敷地に極めて近い場合には、通常の強震動評価

では考慮の対象とされていない浅部断層で生じる地震動を評価すべきこ

とにあることは、野津氏のみならず、学者や行政担当者の間の共通認識で

あるということができる。 
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２ 特別考慮の要否のメルクマール 

そうすると、「震源が敷地に極めて近い場合」の特別考慮を必要とするか

否かのメルクマールは、浅部断層で生じる地震動の影響を無視できるか否

かにあることになる。野津氏は、この点を検討され、美浜原発敷地と白木丹

生断層及びＣ断層との位置関係から、「白木丹生断層及びＣ断層の浅部断層

の影響が無視できない」と結論付けられたのである。 

 

第３ 白木丹生断層及びＣ断層にとって、浅部断層からの地震波の評価が重要

であることについて 

１ 原子力発電所の耐震安全性にとって、短周期地震動が重要であること 

一般に、原子力発電所の施設の固有周期は短周期であるから、その耐震安

全性については、短周期地震動が極めて重要である。 

 

２ 新規制基準が震源極近傍地震動において、短周期地震動の発生を考慮し

ていること 

(1)  上記第１の(2)で記載したように、基準地震動ガイドは、「浅部におけ

る断層のずれの進展の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響」を検討する

ように求めている。 

(2) 断層面上におけるすべり（ずれ）の不均質性が短周期地震動の成因と

なることは、野津意見書が詳説するところである（９～１１頁）。 

(3) 更に、野津氏は、債務者が作成した美浜原発敷地の地下構造モデルに

（甲第１４０号証４４頁）よれば、地震発生層の上部に位置する浅部の地

盤は、地震発生層と大きく変わらない硬さがあり、その場合、一般に地震

発生層にあるとされているアスペリティ（強震動生成域）が浅部の地盤に

あってもおかしくないと指摘した上で、アスペリティの上端深さが地下

１km の場合、地下０.５km の場合をそれぞれ想定し、地下３km の場合と

の短周期レベル（短周期地震動の総量）の比を求めたところ、地下１kmの

場合は１.５倍程度、地下０.５km の場合は１.８倍程度になることがわか

った。 

 

第４ 結語 

  以上によれば、白木丹生断層及びＣ断層は、美浜原発にとって「震源が敷地

に極めて近い場合」に当たるというべきである。そして、新規制基準にしたが

って浅部断層で生成される地震動を評価した場合、美浜原発の基準地震動は

大幅な積み増しを必要とすることが明らかである。 

運転開始後４６年を超えた老朽原発である美浜原発が基準地震動による揺
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れに襲われた場合、債務者の思惑どおり過酷事故を避けられるか否か極めて

疑わしいが、仮にその場合は避けられるとしても、基準地震動を超える揺れに

襲われた場合には過酷事故発生に至る高い可能性があるというべきである。

そして、Ｃ断層や白木丹生断層が活動したときには、基準地震動を超える揺れ

に襲われる現実的可能性があるのだから、老朽美浜原発の運転は差し止めら

れなければならない。 

以上 


